
令和６年度岡山の高校生留学支援事業

県立高校生留学支援

実施要項

１ 趣旨

優れた国際感覚、国際理解の増進を図る上で、高校生段階における海外留学の経験が非常に

有効であることから、留学支援金（以下「支援金」という。）を支給することにより岡山県立高

等学校及び中等教育学校後期課程に在籍する生徒の留学を促すことを目的とする。留学経験に

より、日本人としてのアイデンティティを持ち、豊かな語学力やコミュニケーション能力、チ

ャレンジ精神や異文化を理解する精神等を有し、県内外においてさまざまな分野で主体的に活

躍できるとともに、本県の持続的発展に貢献するグローバル人材の育成を目指す。

２ 事業内容

学校や地方公共団体、高校生の留学・交流を扱う民間団体等が主催する海外派遣プログラム

（以下「プログラム」という。）に参加する生徒に対して、経費の一部を支援する。

(1) 対象となるプログラム

学校教育において有意義であると校長が認めているプログラムで、実施に当たって次の要

件が満たされているものを対象とする。

・安全な実施に向けて、プログラム実施業者等が参加する生徒・保護者に向けて適切に説

明を行っている。

・参加する生徒に対するプログラム実施業者等による現地での支援体制が整備されている。

・参加する生徒に対するプログラム実施業者等及び在籍している学校による危機管理体制

が確立されている。

・令和６年５月１日から令和７年３月31日までの期間に出発する。

・プログラムの期間及び内容が、次のア又はイに該当する。

ア ２週間以上、３か月未満の期間で、次の内容のプログラム（以下「短期留学」という。）

・海外の語学学校等のプログラムや現地校の授業に参加し、外国語を用いて異文化交

流を行う。

・海外の大学等のサマースクール等に参加し、外国語を用いて様々な科目を学修する。

・キャリアカレッジや専門学校等での学修、農場や工場等での実地研修やインターン

シップ等に参加する。

・スポーツ・芸術の海外のトレーニングセンター、教育機関、芸術学校等に通学し、

技量の向上を目指す。

・NGO 等が主催する国際支援活動に参加するほか、国際協力について関係機関で学び

理解を深める。

イ ３か月以上、原則１年以内の期間で、次の内容のプログラム(以下「長期留学」という。)

・海外における正規の高等学校等の後期中等教育機関に在籍し、その学校等の授業を

受ける。

・海外の高等学校や大学等の教育機関に在籍し、外国語を用いて様々な科目を学修し

たり、教育プログラムに参加したりする。

・実地研修やインターンシップ等を通じて、専門知識やスキルの習得を目指す。

・スポーツや芸術の現地でのレッスン・トレーニングを伴って大会等に参加する。

・国際ボランティア等に参加する。



(2) 支給金額及び支給人数

短期留学：一人当たり５万７千円

短期留学については、プログラムの出発時期別の支給人数を次のとおりとする。なお、各

支給決定人数が下回る場合は、順に繰り越すこととする。

・令和６年５月１日から９月30日までに出発するもの 35人程度

・令和６年10月１日から12月31日までに出発するもの 10人程度

・令和７年１月１日から３月31日までに出発するもの 30人程度

長期留学：一人当たり50万円 支給人数 ３人

ただし、他の民間団体等からプログラム参加のための奨学金等の給付を受ける場合は、支

援金を減額又は支給しないことがある。該当する申請者は、その旨申請時に申告すること。

(3) 支給対象者

県立の高等学校又は中等教育学校後期課程に在籍する生徒で、対象となるプログラムに参

加し、かつ、次のア及びイの条件に該当するもの。

ア 求める人物像

グローバル人材の基盤となる豊かな語学力・コミュニケーション能力、チャレンジ精

神や異文化を理解する精神を身に付ける意欲があり、将来世界を舞台にグローバルに活

躍したり、地域にいながら世界とつながりグローカルに活躍する意欲のある生徒

イ 学業の状況等

校長の推薦を受け、学業に意欲的に取り組んでおり、選考時の学習成績が次に定める

基準に合致する生徒

・短期留学：直近の学年末の全体の評定平均値※１が3.5以上であり、支障なくプログラ

ムに参加できる程度の英語運用能力を有すること。

・長期留学：直近の学年末の全体の評定平均値が3.5以上であり、英語運用能力が

CEFR A2レベル相当以上※２であること。

※１ １学年に在籍する生徒の評定平均値については申請時における仮評定による。

※２ CEFR A2レベル相当以上とは、文部科学省が公表している「各資格・検定試験 CEFRとの対照

表」における CEFR A2レベル以上の外部検定試験の級・スコア等の結果を有していることとする。

ウ その他

・上記の条件にかかわらず、本事業及び県教育委員会が実施するその他の留学支援金（国

庫を含む）の給付を令和５年度に受ける生徒は、重複して年度内に本事業の支援金支

給対象者となることはできない。

(4) 支援対象となる費用の範囲等

対象となる費用の範囲は、次の(ｱ)～(ｹ)に該当するものとする。

(ｱ) 国際航空運賃（１往復分）

(ｲ) 自宅から出国する国際空港までの国内交通運賃（１往復分）

(ｳ) 受入国の国際空港から派遣先までの国内交通運賃（１往復分）

(ｴ) 空港税、燃油サーチャージ、出国手続諸費用

(ｵ) 査証（ビザ）・旅券（パスポート）取得手続諸費用

(ｶ) 外国での教育機関等に納付する研修費、施設利用費等

(ｷ) 海外傷害保険料

(ｸ) 寮費、ホームステイの場合ホストファミリーに支払う滞在費用

(ｹ) 上記の費用を含むプログラム実施業者等に支払う参加費用



※派遣先での小遣い、通信諸費用、食費、衣服代、事前語学研修費用（長期留学の

場合）等に係る費用については対象外とする。

(5) 応募

ア 提出書類

希望者は次の書類を作成して在籍している学校に提出する。在籍校は希望者及び参加す

るプログラムが支給対象であることを確認した上で、校長を経由して次の書類を提出する。

【短期留学】

(ｱ) 「県立高校生留学支援」給付申請書及び推薦書（様式１）

(ｲ) 直近の学年末の全教科の成績証明書

ただし１学年に在籍する生徒については、申請時における仮評定による。

(ｳ) 作文

課題：あなたが計画している留学において、行いたいこととその理由について具

体的に書きなさい。

条件：縦 A4判横書き 800字程度、使用言語は日本語、所定の原稿用紙を使用、

手書き（パソコン・ワープロ使用不可）)

(ｴ) プログラムの内容がわかる書類（写し可）

※ ２(1)に示した要件を満たしていることを示す内容を含むこと。

(ｵ) 支給対象となる経費（上記２(4)参照）の額がわかる書類の写し

(ｶ) その他必要に応じて求める書類等

【長期留学】

(ｱ) 「県立高校生留学支援」給付申請書及び推薦書（様式１）

(ｲ) 直近の学年末の全教科の成績証明書

ただし１学年に在籍する生徒については、申請時における仮評定による。

(ｳ) CEFR A2レベル相当以上を証明する書類（写し可）

(ｴ) 在籍校に提出した｢留学願｣又は「休学願」の写し及び在籍校から発行された｢留学

許可書｣又は「休学許可書」の写し

(ｵ) 作文

課題：あなたが計画している留学において、行いたいこととその理由について具

体的に書きなさい。

条件：縦 A4判横書き 800字程度、使用言語は日本語、所定の原稿用紙を使用、

手書き（パソコン・ワープロ使用不可）)

(ｶ) 留学・交流団体、留学先の高校又は国際ロータリー等が発行した留学先高校への

入学が許可されていることを証明する書類の写し（海外における正規の高等学校等

の後期中等教育機関に在籍し、その学校等の授業を受ける場合のみ）

(ｷ) プログラムの内容がわかる書類（写し可）(上記(ｶ)に該当しない場合のみ）

※ ２(1)に示した要件を満たしていることを示す内容を含むこと。

(ｸ) 支給対象となる経費（上記２(4)参照）の額がわかる書類の写し

(ｹ) その他必要に応じて求める書類等

※ 申請時に提出できない書類については、その旨を備考欄に記入するとともに、

得られ次第速やかに提出すること。

イ 提出先

〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目４番６号

岡山県教育庁高校教育課指導班（留学支援担当）

電話 086-226-7585 FAX 086-224-2535

ウ 応募期限



応募するプログラムの出発時期により異なる。なお、プログラム参加後の応募は支援

金支給の対象としない。

・令和６年５月１日から９月30日までに出発するもの

令和６年６月20日（木）（必着）

・令和６年10月１日から12月31日までに出発するもの

令和６年11月１日（金）（必着）

・令和７年１月１日から３月31日までに出発するもの

令和７年１月27日（月）（必着）

※長期留学についても、上記の応募期限を原則とするが、全期間を通じて応募の意思が

ある場合は、速やかにその旨を在籍している学校に相談し、在籍校は県教育委員会に

報告すること。

エ 支援金支給の決定

県教育委員会は提出書類により給付申請者及びプログラムについて審査するとともに、

申請者に面接を実施し、支援金支給を決定する。

特に短期留学のプログラムの審査においては、２(1)に記載する内容を満たしているこ

とを確認したうえで、海外におけるプログラム実施にかかる日数（移動等を除く実質的

な研修期間）が長いものを優先することとする。

なお、面接についての期日等は、在籍する学校の校長を通じて申請者に連絡する。

支給決定を受けた者の人数が募集する定員に達した場合は、募集を中止する。

(6) 支援金支給・完了報告の手続き

ア 請求書、実績（支払完了）報告書及び支払証拠書類の提出

(ｱ) 支援金の支給決定を受けた者は、経費の支払を令和７年３月11日までに完了すること。

(ｲ) 上記(ｱ)の支払が完了したときは、最終の支払が完了した７日以内に請求書（様式

２）及び実績（支払完了）報告書（様式３）を、支払ったことを証明する書類（納

付書・領収書等）の写しを添付して上記２(5)イの提出先に郵送すること。

支援金は、上記書類を受理した後に、支援金の給付を受ける者の保護者名義の国

内口座に日本円で振り込む。

期限までに上記書類の提出がないときは、支援金の給付を受ける資格を失うこと

がある。

なお、支払額が支給金額を下回ったとき及び令和７年３月11日までに支払が完了

しなかった経費については、別途通知する額の確定通知書（様式５）に基づき、差

額を返還するものとする。

イ 支援金交付の取消し及び返還

次の場合、支援金の支給決定を取り消し、支援金の全部又は一部の返還を求めること

がある。

(ｱ) 申請時の応募資格を喪失したとき。

(ｲ) 申請書類等の記載事項に虚偽があったとき。

(ｳ) 支援金の給付を受ける者としてふさわしくない行為があったとき。

(ｴ) 提出すべき書類や提出期限等に関して県の指示に従わなかったとき。

ウ 支援金の給付を受ける者の義務

(ｱ) 支援金の給付を受ける者は、短期留学又は長期留学が修了したときは、修了の日か

ら起算して60日以内に留学修了報告書(様式４)を在籍校の校長を経由して上記２(5)

イの提出先に提出しなければならない。

(ｲ) 支援金の給付を受ける者は、本事業の趣旨を踏まえ、留学の成果が最大限収められ

るよう努めなければならない。



(7) その他

ア 本事業における支援金の給付を受ける者が、他の民間団体等からプログラム参加のため

の奨学金等の給付を受けても差し支えない。ただし、それら給付された奨学金等及び支援

金の総額が、「２(4) 支援対象となる費用の範囲等」に記した費用の総額を超える場合は、

その超える額に応じて支援金の給付額を減額する。

イ 上記アに該当する場合は、申請時に奨学金等の給付金額を申告しなければならない。

ウ 一度提出された出願書類は返却しない。

エ 出発までにやむを得ず留学を中止する場合、在籍校の校長を通じて、上記２(5)イまで速

やかに連絡すること。連絡を受けた後、返金等の手続について指示する。


